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（仮称）南相馬市産業創造センター施設設置（案）について 
 

１ 設置の目的 
  既存の新規産業創造センターに新たに整備中の復興賃貸事業所を加え「南相馬市産業創造センタ

ー」として一括で運用し、創業・起業支援、入居者と地元事業者等との交流等を含むソフト支援を

通じて、市内の産業発展に必要な環境の整備を推進し、市内で新規事業に取り組む企業等が創業等

しやすい環境支援と市内での対外的な情報発信等を行うことを目的としている。 

 

２ 施設の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 条例及び同条例施行規則概要 

〇Ｂ棟 （現・新規産業創造センター） 

位置図 

予定地 

・完 成：平成２４年３月 

・面 積：約５１３㎡ 

・部屋数：貸事務所 ８室 共用スペース 

・完 成：令和２年６月末（予定） 

・面 積：約１，５８０㎡ 

・部屋数：貸事務所 ８室/貸工場 ４室 

      会議室 １室  管理事務室 等      

新規産業創造センター 

〇Ａ棟 （工事中・復興賃貸事業所）   
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（1）名  称：南相馬市産業創造センター（条例第 2 条） 

（2）位  置：南相馬市原町区萱浜字巣掛場４５番地の７６（条例第 2 条） 

（3）業務内容：（条例第 4 条） 

・産業創造センターの施設及び附属設備の利用に関すること。 

・起業支援の場所の提供に関すること。 

・利用者の事業支援に関すること。 

・利用者の人材育成に関すること。 

・利用者と市内事業者等との交流に関すること。 

・企業や事業に関する情報収集と情報発信に関すること。 

（4）休館日・開館時間（条例第 5 条・第 6 条） 

  〇休館日 

・南相馬市の休日を定める条例に規定する市の休日に同じ。 

（土・日・祝日 ほか 1 月 2 日から 1 月 3 日及び 12 月 29 日から 12 月 31 日） 
  〇開館時間 
  ・午前９時から午後５時まで（福島ロボットテストフィールドと同様） 
   ※工場区画及び事務所区画については、常に利用者に開放するものとしている。 

（5）管理の方法（条例第１４条、第３０条） 

  指定管理者による管理。指定管理者に代わって市長が管理を行う必要が生じた時は、市長。 

（6）利用料金（条例第２４条） 

  施設を利用するものから場所により利用料金を徴収する。 

 

【利用料金表】 

 

棟区分 施設区分 面積(㎡) 単位 利用料金 

 

Ａ棟 

 

工 場（区画１） 145.34 １月 ２０６，８００円

工 場（区画２） 145.34 １月 ２０６，８００円

工 場（区画３） 145.34 １月 ２０６，８００円

工 場（区画４） 145.34 １月 ２０６，８００円

事務所（区画１） 57.53 １月 ８１，９００円

事務所（区画２） 55.9 １月 ７９，６００円

事務所（区画３） 55.9 １月 ７９，６００円

事務所（区画４） 57.53 １月 ８１，９００円

事務所（区画５） 57.53 １月 ８１，９００円

事務所（区画６） 55.9 １月 ７９，６００円

事務所（区画７） 55.9 １月 ７９，６００円

事務所（区画８） 57.53 １月 ８１，９００円

会議室 83.53 １時間 ５００円

 事務所（区画１） 39.63 １月 ５６，２００円
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Ｂ棟 事務所（区画２） 39.35 １月 ５５，８００円

事務所（区画３） 39.35 １月 ５５，８００円

事務所（区画４） 39.63 １月 ５６，２００円

事務所（区画５） 29.63 １月 ４２，１００円

事務所（区画６） 39.72 １月 ５６，４００円

事務所（区画７） 39.51 １月 ５６，１００円

事務所（区画８） 39.72 １月 ５６，４００円

 

 

（7）施設の利用許可の期間（施工規則第 4 条） 
１年間（事務所区画は最長５年、工場区画は最長１０年まで更新可） 

（8）減免（施行規則第 15 条）  

減免条件 減免割合 

国、地方公共団体その他の公共団体が主催、又は共催し

て行う事業に利用するとき 

全額 

産業創造センターの目的に寄与すると市長が認める行事

又は事業のために利用するとき 

全額 

その他指定管理者が特に必要と認めるとき 指定管理者が市長と協議の上定める額 

 

（9）施行日（条例附則） 

 この条例は、令和２年７月１日から施行。ただし、準備行為等は、公布の日から施行する。 

※準備行為…産業創造センターの利用に係る募集、その他必要な準備行為及び指定管理者の指定のた

めに必要な行為。 

 

【産業創造センター施設全体のイメージ】 
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〇Ａ棟（南側） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

〇Ａ棟（北側） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区画１ 区画２ 区画３ 

区画４ 

区画５ 区画６ 区画７ 

区画８ 

工場 
区画１ 

工場 
区画２ 

工場 
区画３ 

工場 
区画４ 
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Ｂ棟外観 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区画１ 

区画２ 

区画３ 

区画４ 

共用スペース 

区画５ 区画６ 

区画７ 

区画８ 
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【業務内容のイメージ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ スケジュール 

 

年 月 内 容 

令和２年 

３月 設置条例・規則（議会上程） 
４月 区画利用者及び指定管理者の募集 

６月 
A 棟完成（工期：R2.6.30） 
指定管理者の議会承認 

７月 指定管理者による運営開始 
９月 開所 

 


